
 
 

 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議 

 

令
和
五
年
五
月
三
十
日 

 

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会 

 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
施
行
後
に
追
加
す
る
更
新
等
の
た
め
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
協
定
変
更
時
に
お
け
る
点
検
技
術
等
を
前
提
に
、
償
還

計
画
の
前
提
と
な
る
高
速
道
路
の
維
持
管
理
、
更
新
等
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
算
定
及
び
推
計
の
妥
当
性
、
費
用
対

効
果
の
観
点
か
ら
評
価
し
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の
の
み
を
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
評
価
結
果
を
随
時
公
表
す
る

こ
と
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
暫
定
二
車
線
区
間
の
四
車
線
化
に
当
た
っ
て
は
、
審
議
会
等
を
通
じ
て
当
該
事
業
の
実
施
の
必

要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

老
朽
化
し
た
高
速
道
路
の
維
持
管
理
、
更
新
に
つ
い
て
は
、
人
口
減
少
そ
の
他
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
持

続
可
能
な
整
備
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
本
法
施
行
後
五
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三 

高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
・
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
大
型
車
用
を
始
め
と
す
る
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
十
分

に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
電
動
車
の
増
加
に
対
応
で
き
る
よ
う
急
速
充
電
器
や
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

高
速
道
路
の
維
持
管
理
の
重
要
性
が
増
大
す
る
中
、
本
法
施
行
後
五
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
利
用
者
の
料
金
負
担
の
抑

制
と
利
便
性
の
向
上
に
貢
献
し
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
最
小
化
す
る
観
点
か
ら
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
十
三

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
高
速
道
路
に
係
る
料
金
の
基
準
等
、
高
速
道
路
資
産
の
管
理
の
在
り
方
に
つ



い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
五 
今
国
会
で
の
議
論
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
定
額
制
度
を
始
め
、
あ
ら
ゆ
る
料
金
体
系
を
地
方
創
生
や
国
民
生
活
と
経
済
発

展
に
資
す
る
観
点
か
ら
勘
案
し
た
上
で
、
利
用
者
負
担
の
抑
制
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
持
続
可
能
な
高
速
道
路
を
実
現
す
る

た
め
に
必
要
と
な
る
費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
し
、
高
速
道
路
の
料
金
制
度
に
つ
い
て
、
永
久
に
有
料
に

す
る
の
か
、
無
料
に
す
る
の
か
の
議
論
を
進
め
、
可
及
的
速
や
か
に
結
論
を
出
す
こ
と
。 

 

六 

高
速
道
路
の
維
持
管
理
、
更
新
に
当
た
っ
て
は
、
新
技
術
を
活
用
し
た
効
率
化
や
コ
ス
ト
縮
減
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

維
持
管
理
等
に
係
る
費
用
の
適
正
性
等
に
つ
い
て
の
監
査
を
適
宜
適
切
に
行
い
、
そ
の
監
査
結
果
を
随
時
公
表
す
る
こ
と
。 

 

七 

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
償
還
計
画
に
お
け
る
将
来
調
達
金
利
の
見

通
し
と
将
来
交
通
量
の
推
計
の
設
定
が
債
務
返
済
の
財
源
で
あ
る
貸
付
料
の
推
計
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
績
値

が
示
さ
れ
る
こ
と
は
償
還
計
画
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
全
国
路
線
網
」
、
「
地
域
路
線
網
」
、

「
一
の
路
線
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
別
の
走
行
台
キ
ロ
ベ
ー
ス
の
交
通
量
の
実
績
値
に
関
す
る
統
計
を
早
期
に
作
成
し
、
定

期
的
に
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
将
来
調
達
金
利
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
実
勢
を
踏
ま
え
た
水

準
と
す
る
こ
と
。 

 

八 

国
民
の
暮
ら
し
を
守
り
、
国
力
を
維
持
・
強
化
す
る
観
点
か
ら
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
代
表
さ
れ
る
物
流
の
側
面
を
含
め
、

高
速
道
路
、
鉄
道
等
の
交
通
モ
ー
ド
の
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
最
大
限
活
用
し
た
総
合
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
推

進
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


